
第１地区（２，３，４，５班）              2022.08.21 

第２地区（１５，１６，１７，１８班） 

第４地区（２５，２６，２７，２９班） 

第２３地区（８５，８６，８７，８８班） 

第２６地区（８９，９５，９６，９７班） 

各地区の後期地区長殿、班長殿 

     移動販売のための車止め鍵開閉について（案） 

 

職務：毎週月曜日の午後、約１５分の移動販売の前後に車止めの鍵を開閉する 

   （関ケ谷公園：14：30～14：45 南丸公園：14：55～15：10） 

 

従来：7名の地区長が順番を決めて担当していました 

 

課題：① 公園に近接しない地区長も出向く必要がある 

   ② 規約とその細則にない地区長としての職務を割り当てられている 

⇒ 他の職務を割り当てられない 

 

今後：公園に近接する地区内の班(ブロック)の班長が担当する 

   地区長は鍵開閉を担当せず、その運用を見守る 

    

担務概要：ご自分の担当する月曜日の担当時刻 15 分前に担当する公園に行き、 

     公園内へ移動販売車が入れるように車止めの鍵を開ける。 

     終了時刻に移動販売車が公園を出た後で車止め鍵を閉める。 

     翌週の担当班長さんへ鍵を受け渡す。 

     問題に気付いた場合は地区長へ通知する。 

 

具体的な担当順、鍵の受け渡しなどは担当地区長、班長が相談する 

 

本件の説明、相談のための説明会を 9月  日（日）午前１０時から、自治会館

会議室で行います。該当する地区長さん、班長さんはご出席願います。 

 

以上 


